
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車両の属性情報、車両の部品情報、及び車両の修理に必要となる作業情報に基づき車両の
修理費見積を行うシステムにおいて、
見積要素を入力する見積要素入力手段と、
見積要素に基づき修理費見積を行う見積手段と、

各作業に必要となる設備を記憶する使用設備情報記憶手段と、

各設備の使用料を記憶する使用料情報記憶手段と、を備え、
前記見積要素入力手段によって特定の作業が見積要素として入力された

場合に、当該作業に対応する設備を前記使用設備情報記憶手段から読み出すとともに、当
該設備の使用料を前記使用料情報記憶手段から読み出して、さらにこの使用料を見積要素
に追加して修理費見積を行うことを特徴とする車両修理費見積システム。
【請求項２】
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売上情報を記憶する売上情報記憶手段と、
　前記見積手段による見積結果を参照して前記売上情報を編集し、前記売上情報記憶手段
に登録する売上情報登録手段と、

　各設備の所定期間における固定費を記憶する設備費記憶手段と、
　前記売上情報記憶手段の売上情報に基づき所定期間における設備毎の総使用時間を算出
するとともに、当該固定費を当該総使用時間にて除して単位時間当たりの設備使用料を算
出する使用料算出手段と、

前記見積手段は、



前記売上情報に基づき所定期間における設備毎の使用料合計を算出する使用料合計算出手
段を備えることを特徴とする請求項 記載の車両修理費見積システム。
【請求項３】
各設備を１回使用するにあたり発生する変動費を記憶する変動費記憶手段を備え、
前記使用料算出手段は、前記各設備の固定費を当該所定期間における総使用回数にて除し
て求めた設備使用料に、さらに前記各変動費を加算して設備使用料を算出することを特徴
とする請求項 記載の車両修理費見積システム。
【請求項４】
各設備を単位時間使用するにあたり発生する変動費を記憶する変動費記憶手段を備え、
前記使用料算出手段は、前記各設備の固定費を当該総使用時間にて除して求めた設備使用
料に、さらに前記単位時間あたりの変動費に設備使用時間を乗じて求めた必要変動費を加
算して設備使用料を算出することを特徴とする請求項 記載の車両修理費見積システム。
【請求項５】
所定期間における少なくとも人件費を含むとともに少なくとも設備固定費を除いた原価に
予定利益を加算した値を、当該所定期間の総作業時間にて除して求めたレバーレートを記
憶するレバーレート記憶手段と、
修理対象車両の修理に必要な各作業における標準作業指数に、前記レバーレート記憶手段
から読み出したレバーレートを乗じて基礎工賃を算出するとともに、この基礎工賃に、必
要修理作業の 設備使用料を加算して作業工賃を算出する作業工賃算出手段と、
を備えることを特徴とする請求項 記載の車両修理費見積システム。
【請求項６】
車両の 方法であって、

所定期間における少なくとも人件費を含むとともに少なくとも設備固定
費を除いた原価に予定利益を加算した値を、当該所定期間の総作業時間にて除してレバー
レートを算出するステップと、

修理対象車両の修理に必要な各作業における標準作業指数に、前記レバ
ーレートを乗じて基礎工賃を算出するステップと、

加算して作業工賃を算出するステップと、
を含むことを特徴とする車両修理費見積方法。
【請求項７】
各作業に必要となる設備を記憶する使用設備情報記憶手段と、
各設備の使用料を記憶する使用料情報記憶手段と、

見積要素を入力する見積要素入力手段と、を備えたコンピュータに、
特定の作業を見積要素入力手段によって見積要素として入力させ、

プログラムを記録したコンピュー
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１

１

１

前記
１～４のいずれかに

修理費見積を行う
見積要素入力手段によって見積要素を入力するステップと、
　見積手段が見積要素に基づき修理費見積を行うステップと、
　売上情報登録手段が見積結果を参照して売上情報を編集し、売上情報記憶手段に登録す
るステップと、
　使用料算出手段が、前記売上情報記憶手段の売上情報に基づき所定期間における設備毎
の総使用時間を算出するとともに、所定期間における当該設備の固定費を当該総使用時間
にて除して単位時間当たりの設備使用料を算出するステップと、
前記見積手段が、

前記見積手段が、

前記見積手段が、前記見積要素入力手段によって特定の作業が見積要素として入力された
場合に、当該作業に対応する設備を使用設備情報記憶手段から読み出すとともに、当該設
備の使用料を使用料情報記憶手段から読み出して、さらにこの使用料に、前記基礎工賃を

売上情報を記憶する売上情報記憶手段と、

見積要素に基づき修理費見積を行わせ、
　売上情報に基づき所定期間における設備毎の総使用時間を算出するとともに、所定期間
における当該設備の固定費を当該総使用時間にて除して単位時間当たりの設備使用料を算
出させ、
この使用料を見積要素に追加して修理費見積を行わせる



タ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両の修理費や整備費等の見積を行うシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
自動車整備・鈑金工場等にて車両の修理を行うにあたっては、通常修理前に修理費の見積
りを行い、ユーザー側（損害保険会社等を含む）に修理費見積の提示を行っている。
【０００３】
そして、車両の修理費の算出においては、作業工賃と部品代とを加算して修理費の合計を
算出しているが、この作業工賃は、標準作業指数にレバーレートを乗じて求めている。標
準作業指数とは、各修理作業についてそれぞれ設定されているものであり、各標準作業指
数を決めるには、当該修理作業を行う場合の▲１▼平均的な作業時間と、▲２▼必要な部
品や工具の準備及び後かたづけに要する時間と、▲３▼関連する作業に要する時間とを加
算して、まず標準作業時間を求める。次に、この標準作業時間を、当該修理の難易度や、
他の作業との関連性等を考慮したうえで、１時間を１として指数化する。例えば、標準作
業時間に難易度等を考慮した値が１時間３０分であれば、標準作業指数は１．５となり、
２時間１５分であれば、標準作業指数は２．２５となる。この各標準作業指数は、一般的
に全国の自動車整備・鈑金工場に共通して用いられている値である。
【０００４】
また、レバーレート（時間当たり工賃）は、各工場（各自動車整備鈑金会社）毎に設定さ
れる値であって、各工場における一定期間の人件費、材料費、光熱費、工場減価償却費等
を合わせた原価に、必要な（希望する）利益を加算し、これを当該一定期間の総作業時間
にて除して求める。すなわち、レバーレートは、標準作業時間とは異なり、各工場毎に異
なる値となるものである。
【０００５】
そして、このような作業工賃を含む修理費の見積作業をコンピュータを用いて行うシステ
ムが知られている。すなわち、車両の部品価格情報、並びに当該部品の交換または修理に
要する工賃情報を記憶する記憶装置と、この記憶装置内のデータを利用して演算を行う制
御部とを備えたコンピュータを用いて、修理対象車両の修理に必要となる部品価格や作業
工賃を積算して修理費見積りを行うシステムが考えられる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ここで、複数の工場の各レバーレートについて考察すると、一の工場では、人件費や工場
設備の減価償却費が高いため、レバーレートも高めに設定される場合がある。また、他の
工場では、工場設備の減価償却費が安いため、レバーレートが低めに設定される場合があ
る。ユーザーにとっては、修理の質が同等であるのなら、レバーレートが低い方が当然歓
迎されるものであるが、両工場のレバーレートの算出は合理的になされており、高いレバ
ーレートの算出方法については異議を唱えられるわけではない。
【０００７】
次に視点を変えて、単一の工場におけるレバーレートについて考察すると、レバーレート
の設定にあたっては、リフトやフレーム修正機等の大型設備の費用も含まれている。しか
し、修理の規模や形態によっては、必ずしもこれらの設備が使用されるとは限らない。と
ころが、前述したように、レバーレートには、大型設備の減価償却費も含まれているため
、従来の作業工賃算出手法によると、例えばフレーム修正機が用いられない修理であって
も、その費用が修理費用に含まれることとなる。このように、修理形態によっては、算出
される修理費用に非合理が生じる場合がある。
【０００８】
このようなレバーレートの実情は、ユーザーにとっては、作業工賃の算出方法について疑
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問が生じ、ひいては修理工場の修理方法、あるいは顧客サービス等の経営姿勢に対しても
不信感が生じる土壌となってしまう虞れがある。
【０００９】
本発明は前記事項に鑑みなされたものであり、修理形態・整備内容に応じて、より適正な
修理費用を算出可能な修理・整備見積システムを提供することを技術的課題とする。
【００１０】
また、適正な修理費用を容易に算出できる修理・整備見積システムを提供することを技術
的課題とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明は前記課題を解決するために、以下の手段を採用した。
第１の発明は、車両の属性情報、車両の部品情報、及び車両の修理に必要となる作業情報
に基づき車両の修理費見積を行うシステムにおいて、見積要素を入力する見積要素入力手
段と、見積要素に基づき修理費見積を行う見積手段と、売上情報を記憶する売上情報記憶
手段と、前記見積手段による見積結果を参照して前記売上情報を編集し、前記売上情報記
憶手段に登録する売上情報登録手段と、各作業に必要となる設備を記憶する使用設備情報
記憶手段と、各設備の所定期間における固定費を記憶する設備費記憶手段と、前記売上情
報記憶手段の売上情報に基づき所定期間における設備毎の総使用時間を算出するとともに
、当該固定費を当該総使用時間にて除して単位時間当たりの設備使用料を算出する使用料
算出手段と、各設備の使用料を記憶する使用料情報記憶手段と、を備え、前記見積手段は
、前記見積要素入力手段によって特定の作業が見積要素として入力された場合に、当該作
業に対応する設備を前記使用設備情報記憶手段から読み出すとともに、当該設備の使用料
を前記使用料情報記憶手段から読み出して、さらにこの使用料を見積要素に追加して修理
費見積を行うことを特徴とする。
【００１２】
第２の発明は、第１の発明において、前記売上情報に基づき所定期間における設備毎の使
用料合計を算出する使用料合計算出手段を備えることを特徴とする。
【００１３】
第３の発明は、第１の発明において、各設備を１回使用するにあたり発生する変動費を記
憶する変動費記憶手段を備え、前記使用料算出手段は、前記各設備の固定費を当該所定期
間における総使用回数にて除して求めた設備使用料に、さらに前記各変動費を加算して設
備使用料を算出することを特徴とする。
【００１４】
第４の発明は、第１の発明において、各設備を単位時間使用するにあたり発生する変動費
を記憶する変動費記憶手段を備え、前記使用料算出手段は、前記各設備の固定費を当該総
使用時間にて除して求めた設備使用料に、さらに前記単位時間あたりの変動費に設備使用
時間を乗じて求めた必要変動費を加算して設備使用料を算出することを特徴とする。
【００１５】
第５の発明は、第１～第４の発明のいずれかにおいて、所定期間における少なくとも人件
費を含むとともに少なくとも設備固定費を除いた原価に予定利益を加算した値を、当該所
定期間の総作業時間にて除して求めたレバーレートを記憶するレバーレート記憶手段と、
修理対象車両の修理に必要な各作業における標準作業指数に、前記レバーレート記憶手段
から読み出したレバーレートを乗じて基礎工賃を算出するとともに、この基礎工賃に、必
要修理作業の前記設備使用料を加算して作業工賃を算出する作業工賃算出手段と、を備え
ることを特徴とする。
【００１６】
第６の発明は、車両の修理費見積を行う方法であって、見積要素入力手段によって見積要
素を入力するステップと、見積手段が見積要素に基づき修理費見積を行うステップと、売
上情報登録手段が見積結果を参照して売上情報を編集し、売上情報記憶手段に登録するス
テップと、使用料算出手段が、前記売上情報記憶手段の売上情報に基づき所定期間におけ
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る設備毎の総使用時間を算出するとともに、所定期間における当該設備の固定費を当該総
使用時間にて除して単位時間当たりの設備使用料を算出するステップと、前記見積手段が
、所定期間における少なくとも人件費を含むとともに少なくとも設備固定費を除いた原価
に予定利益を加算した値を、当該所定期間の総作業時間にて除してレバーレートを算出す
るステップと、前記見積手段が、修理対象車両の修理に必要な各作業における標準作業指
数に、前記レバーレートを乗じて基礎工賃を算出するステップと、前記見積手段が、前記
見積要素入力手段によって特定の作業が見積要素として入力された場合に、当該作業に対
応する設備を使用設備情報記憶手段から読み出すとともに、当該設備の使用料を使用料情
報記憶手段から読み出して、さらにこの使用料に、前記基礎工賃を加算して作業工賃を算
出するステップと、を含むことを特徴とする。
【００１７】
第７の発明は、各作業に必要となる設備を記憶する使用設備情報記憶手段と、各設備の使
用料を記憶する使用料情報記憶手段と、売上情報を記憶する売上情報記憶手段と、見積要
素を入力する見積要素入力手段と、を備えたコンピュータに、特定の作業を見積要素入力
手段によって見積要素として入力させ、見積要素に基づき修理費見積を行わせ、売上情報
に基づき所定期間における設備毎の総使用時間を算出するとともに、所定期間における当
該設備の固定費を当該総使用時間にて除して単位時間当たりの設備使用料を算出させ、こ
の使用料を見積要素に追加して修理費見積を行わせるプログラムを記録してコンピュータ
可読媒体とした。
【００１９】
前記設備費記憶手段に記憶される各設備の所定期間における固定費は、当該設備の減価償
却費、あるいは当該設備の賃借料（リース料）とすることができる。
ここで、使用設備情報記憶手段、使用料情報記憶手段、売上情報記憶手段、設備費記憶手
段、変動費記憶手段、レバーレート記憶手段とはハードディスク等に相応し、見積要素入
力手段とはマウス，キーボード等に相応し、見積手段、売上情報登録手段、使用料合計算
出手段、使用料算出手段、作業工賃算出手段、とはＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等に相応する。
【００２０】
また、本発明の見積システムに、文字や画像データを表示する表示手段を付加することも
できる。表示手段には、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ），液晶ディスプレ
イ等を例示できる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図１～図５の図面に基いて説明する。
図１は、本発明の実施の形態による車両修理・整備費見積システム１０を示している。
【００２２】
図１に示すように、車両修理・整備費見積システム１０は、マウス１１と、キーボード１
２と、表示装置１３と、プリンタ１４と、コンピュータ本体２０とから構成されている。
【００２３】
また、コンピュータ本体２０は、バスＢ１によって相互に接続されたマウスインタフェー
ス２１、キーボードインタフェース２２、表示用メモリ２３、表示装置インタフェース２
４、記憶装置インタフェース２５、メインメモリ２６、制御部２７、及びプリンタインタ
フェース２９と、記憶装置インタフェース２５を介してバスＢ１に接続された記憶装置２
８とから構成されている。
【００２４】
また、マウス１１はマウスインタフェース２１を介して、キーボード１２はキーボードイ
ンタフェース２２を介して、表示装置１３は表示装置インタフェース２４を介して、プリ
ンタ１４はプリンタインタフェース２９を介して、夫々バスＢ１と接続されている。
【００２５】
前記マウス１１及びキーボード１２は、オペレーターがデータの入力等をするための装置
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である。
前記表示装置１３は、記憶装置２８から読み出された文字や画像、あるいはキーボード１
２から入力された文字等を表示するための装置である。
【００２６】
コンピュータ本体２０は、プログラムの実行等を行うための装置である。
マウスインタフェース２１は、オペレーターから入力されたデータをマウス１１から受け
取ってバスＢ１へ伝達する装置である。
【００２７】
また、キーボードインタフェース２２は、オペレーターから入力されたデータをキーボー
ド１２から受け取ってバスＢ１へ伝達する装置である。
表示用メモリ２３は、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等で構成さ
れ、表示装置１３に表示する文字、画像等のデータを保持するためのメモリである。
【００２８】
表示装置インタフェース２４は、文字、画像等を表示装置１３に表示させるための装置で
ある。
記憶装置２８は、制御部２７が処理するプログラムや、車両を特定するための類別番号情
報，型式情報，年式情報等からなる車両特定情報（車両属性情報）に対応させた車両の構
成部位・部品情報（部品価格を含む）を記憶するハードディスク装置である。
【００２９】
また、この記憶装置２８は、特定車両を修理あるいは整備する際の各作業に必要となる設
備情報や、各設備の使用料情報を記憶している。
さらには、前記記憶装置２８は、制御部２７にて算出された過去の見積情報を、売上情報
として記憶している。この売上情報は、各１回毎（修理・整備１回毎）の売上情報及び所
定期間における累積売上情報として、記憶装置２８に記憶される。また、記憶装置２８に
記憶される売上情報は、制御部２７にて算出された見積情報をそのまま（全部）記憶して
もよいし、算出された見積情報の一部を記憶するようにしてもよい。なお、制御部２７で
は、算出された見積情報を基に、各項目の追加や削除等の修正を適宜行って売上情報とし
てのデータを作成し、このデータを記憶装置２８に登録する。
【００３０】
また、前記記憶装置２８は、各設備の前記使用料情報に含まれる情報として、各設備毎の
所定期間（例えば１か年）における固定費情報を記憶している。この固定費情報は、例え
ば各設備毎の所定期間における減価償却費やリース料のことである。減価償却費の算出に
あたっては、例えば、各減価償却資産（各設備）の取得価額から残存価格を控除した要償
却額を耐用年数内の各事業年度に均等配分して求める（定額法）。なお、減価償却費の算
出は、定率法や、設備の種類によっては生産高比例法を用いることもできる。
【００３１】
また、前記記憶装置２８は、各設備を１回使用するにあたり発生する変動費情報を記憶し
ている。さらに、記憶装置２８は、各設備を１回使用するにあたり発生する変動費情報に
代えて、各設備を単位時間使用するにあたり発生する変動費情報を記憶するようにしても
よい。なお、前記変動費とは、各設備の操業度に応じて変動する費用であり、例えば、各
設備を使用するにあたって発生する電気料等である。また、例えば設備がオイルチェンジ
ャーである場合、取り替えオイルの廃棄料を変動費に加えるようにしてもよい。あるいは
、各設備のメンテナンスが、所定の使用回数毎に必要な場合であれば、メンテナンス料を
変動費に充当することもできる。また、メンテナンス料のうちの一部を変動費とし、一部
を固定費として扱ってもよい。
【００３２】
さらに、前記記憶装置２８は、所定期間（例えば１か年）における人件費を含むと共に設
備固定費を除いた原価に所定期間の希望利益を加算した値を、当該所定期間の総作業時間
（修理・整備工員の総作業時間）にて除して求めたレバーレート（単位時間当たりの工賃
）情報を記憶している。
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【００３３】
また、前期記憶装置２８は、各修理・整備作業についてそれぞれ設定された標準作業指数
情報を記憶している。
そして、記憶装置２８に記憶されるこれらの情報のうち、各作業項目に対応する作業指数
及び設備と、当該設備の固定費、使用料、変動費の各リストは、図２に示す関係となるよ
うにリンクして（図２において横軸上に記載された各項目が関連付けられて）記憶されて
いる。なお、図２では、固定費は１か年における各設備のリース料を示し、使用料は設備
１回使用毎の単価を示し、さらに変動費は設備１回使用する毎の単価を示している。なお
、標準作業指数は、各作業項目をさらに細分化して、細分化した作業項目毎に詳細に設定
することができる。また、各設備の使用料は、対応する作業の種類によって異なる単価に
設定することができる。
【００３４】
ここで、記憶装置２８に記憶される前記各設備の使用料は、前記制御部２７によって、所
定期間（１か年）の固定費を基に、例えば前期事業年度（あるいは過去１年間）における
当該設備の使用実績（前記売上情報を基に算出される当該設備の使用回数又は使用時間）
を演算要素にして予め設定されている。すなわち、オイルチェンジャーの今期の固定費が
５００００円であり、オイルチェンジャーの前期の使用実績が１００回であった場合、５
００００円を１００回で除して、今期の１回当たりの使用料を５００円とするものである
。また、オイルチェンジャーの今期の固定費が５００００円であり、オイルチェンジャー
の前期の総使用時間が１０時間であった場合、５００００円を１０時間で除して、１時間
当たりの使用料を５０００円と設定することもできる。さらには、仮にオイルチェンジャ
ーの購入費が２５００００円であり、オイルチェンジャーの耐用使用回数が５００回であ
るとき、１回当たりの使用料を５００円として設定してもよい。
【００３５】
前記記憶装置インタフェース２５は、記憶装置２８へのデータの書き込みや、記憶装置２
８からのデータの読み出しを行う装置である。
メインメモリ２６は、ＲＡＭ等で構成され、制御部２７の作業用に用いられるメモリであ
る。
【００３６】
制御部２７は、ＣＰＵ等で構成され、表示用メモリ２３に文字、画像等のデータを書き込
み、表示装置インタフェース２４に対して画面表示指示を行う。また、制御部２７は、記
憶装置インタフェース２５に対して、記憶装置２８へのデータ書き込み指示、記憶装置２
８からのデータ読み出し指示を行う。さらに、制御部２７は、マウスインタフェース２１
を介してマウス１１から入力データを受け取り、キーボードインタフェース２２を介して
キーボード１２から入力データを受け取る。また、制御部２７は、マウス１１及びキーボ
ード１２から入力された文字等のデータの処理、表示装置１３に表示する画面データの処
理を行う。さらに、制御部２７は、プリンタインタフェース２９を介してプリンタ１４に
印字指示を行う。
【００３７】
＜実施の形態の動作の説明＞
次に、制御部２７が記憶装置２８に格納されているプログラムを実行することによって実
現される制御の内容を、図３のフローチャートを中心に説明する。
【００３８】
見積作業を開始する旨の指示データをマウス１１又はキーボード１２から受け取ると、制
御部２７は、図３に示される制御をスタートする。
スタート後、最初のステップ１０１では、制御部２７は、顧客・車両情報入力画面を表示
装置１３に表示する。そして、制御部２７は、マウス１１又はキーボード１２から車両特
定データが入力されたか否かをチェックする。そして、車両特定データが入力された後、
処理をステップ１０２に移行する。
【００３９】
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次のステップ１０２では、制御部２７は、損傷部位選択画面を表示装置１３に表示する。
制御部２７は、マウス１１又はキーボード１２から車両の損傷部位が入力されたか否かを
チェックする。さらに、制御部２７は、選択した各部位における損傷面積、損傷程度等の
損傷内容が入力されたか否かをチェックする（ステップ１０３）。
【００４０】
次に、制御部２７は、前記入力された損傷内容に基づき、必要となる修理作業リストの一
覧（修理作業候補の一覧リスト）を各部位毎に表示装置１３に表示する。そして、必要な
作業項目が選択（決定）されると（ステップ１０４）、次のステップ１０５に移行し、制
御部２７は、当該作業に必要となる設備と、当該設備の使用料とを記憶装置２８から検索
して表示装置１３に表示する（ステップ１０５、ステップ１０６）。
【００４１】
このステップ１０５及びステップ１０６における設備や設備使用料のデータは、図５に示
すように表示装置１３に表示される。すなわち、作業項目としてオイル交換が選定された
とすると、オイル交換作業の標準作業指数である０．１が表示されるとともに、この標準
作業指数（０．１）に、記憶装置２８から読み出されたレバーレート（設備固定費を除い
て算出されたレバーレート。ここでは６０００円）を乗じた価格（基礎工賃。６００円）
が表示される。そして、オイル交換作業に対応する設備としてオイルチェンジャーが表示
されるとともに、オイルチェンジャーの１回使用当たりの価格（使用料。５００円）が表
示される。また、オイルチェンジャー１回使用当たりの変動費（１００円）が表示される
。さらに、オイル交換作業に必要となる部品（材料）であるエンジンオイルが表示される
とともに、エンジンオイルの数量（４リットル）が表示され、価格（２０００円）が表示
される。
【００４２】
このように、作業項目が選択された際には、作業工賃や部品代だけでなく、対応する設備
費が明細に追加される。
そして、制御部２７は、前記表示装置１３に表示されたリストに基づき、見積費用の算出
を行う（ステップ１０７）。すなわち、図５の例では、基礎工賃（６００円）に設備費（
５００円＋１００円）を加算した値（１２００円）を作業工賃として算出する。そして、
オイル交換作業に伴い発生する費用を、作業工賃（１２００円）に部品（材料）代（２０
００円）を加算した値（３２００円）として算出する。
【００４３】
以上のように作業項目毎の費用を算出するとともに、各作業項目の費用総合計を算出した
後、これらの明細を所定用紙に印刷して、一旦処理を終了する（ステップ１０８）。なお
、前記見積結果は、当該見積処理を特定する見積番号とともに、記憶装置２８に記憶され
る。
【００４４】
次に、印刷された見積明細をユーザー等が確認し、ユーザー側からの要望をオペレーター
（修理工場側）が受けると、オペレーターは、制御部２７に売上情報作成（見積修正）の
指示を出し、制御部２７は、図４に示す処理を実行する。
【００４５】
すなわち、制御部２７は、表示装置１３の画面上に売上入力画面を表示し、当該見積処理
の見積番号が入力されると（ステップ２０１）、各作業項目や作業工賃、部品代等の明細
を表示する（ステップ２０２）。
【００４６】
次に、制御部２７は、見積明細上にて、入力された指示に従い、適宜項目の追加や削除を
行い、売上情報の作成（見積結果の修正）を行う（ステップ２０３）。そして、制御部２
７は、作成された売上情報を記憶装置２８に登録し、処理を終了する。
【００４７】
なお、ステップ１０２～ステップ１０７の処理は、各損傷部位毎に個別に作業項目の選定
処理から見積処理までを行い、これを繰り返して全体の処理を進めるようにしてもよい。
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【００４８】
また、見積対象車両が損傷車両ではなく、点検・整備車両である場合は、ステップ１０２
及びステップ１０３の処理に代えて、希望する点検・整備内容を入力させ、ステップ１０
４にて、前記入力した点検・整備内容に対応する作業項目の一覧を表示装置１３に表示さ
せるようにすることもできる。
【００４９】
さらに、ステップ２０１～ステップ２０４の売上情報の処理は、ユーザー側が修理費見積
結果を確認了承した時点（修理・整備契約締結時）で行ってもよいし、あるいは、車両の
修理・整備作業が終了した後（請求書発行時）に行ってもよい。
【００５０】
また、設備の使用料は、各事業年度毎ではなく、所定期間毎（例えば１か月、あるいは見
積１回毎でもよい）に制御部２７にて演算するようにしてもよい。例えば、各設備の使用
実績を、見積処理の度に、前１か月の売上情報にて集計したうえで、使用料を演算すれば
、より整備工場の実態に合わせた修理・整備費の見積を行うこともできる。すなわち、あ
る設備の操業率が月毎に上昇しているならば、リアルタイムの使用実績を使用料計算に反
映させることにより、修理・整備費をより安価に提示することができる。
【００５１】
以上のように本実施形態の車両修理・整備見積システムによれば、各作業毎に、使用する
設備費を別途計算して追加するようにした。したがって、種々の修理・整備形態（高額な
設備を使用する修理、あるいは高額な設備を全く使用しない修理）に応じて、合理的な修
理・整備費の提示を容易に行えるようになる。
【００５２】
【発明の効果】
本発明によれば、修理形態・整備内容に応じて、より適正な修理費用を算出可能な修理・
整備見積システムを提供することができる。
【００５３】
また、適正な修理費用を容易に算出できる修理・整備見積システムを提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態における車両修理費見積システムのブロック図
【図２】図１の記憶装置に格納されるデータを示す図
【図３】図１の制御部において実行される制御処理を示すフローチャート
【図４】図１の制御部において実行される制御処理を示すフローチャート
【図５】図１の表示装置に表示されるデータの例
【符号の説明】
１０　見積システム
１１　マウス（見積要素入力手段）
１２　キーボード（見積要素入力手段）
１３　表示装置
１４　プリンタ
２０　コンピュータ本体
２１　マウスインタフェース
２２　キーボードインタフェース
２３　表示用メモリ
２４　表示装置インタフェース
２５　記憶装置インタフェース
２６　メインメモリ
２７　制御部（見積手段、売上情報登録手段、使用料合計算出手段、使用料算出手段、作
業工賃算出手段）
２８　記憶装置（使用設備情報記憶手段、使用料情報記憶手段、売上情報記憶手段、設備
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費記憶手段、変動費記憶手段、レバーレート記憶手段）
２９　プリンタインタフェース

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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